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△サラリーマンの不動産収入と消費税の納税義務

Q :私はサラリーマンですが、小さな貸事

務所ビルを所有しており、その家賃収入があ

ります。これにも、消費税が課税されるので

しようか。

A ●
● 消費税が課税されます。

【解説】

消費税は、「事業者が事業として対価を得

て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の

提供」と「外国貨物の輸入」を課税対象とし

ています。

｢事業者」とは、個人事業者（事業を行う

個人）及び法人をいいます。この場合の「事

業」とは、同種の行為を反復、継続、独立し

て行うことをいい、「事業」に該当するかど

うかの判定については、所得税法における

｢事業」の概念のように、その規模の大小は

問わないことが基本的な考え方とされていま

す。

したがって、ご質問の場合、サラリーマン

であっても、事務所の賃貸を反復、継続かつ

独立して遂行しているものと認められますか
可■

わ 、 その規模の大小にかかわらず、その家賃

収入は、事業として行われる資産の譲渡等の

対価として課税の対象となります。

なお、小規模事業者の事務負担を軽減する

ため、前々年又は前々事業年度の課税売上高

が3千万円以下の事業者は原則として納税義

務が免除されることになっています。ご質問

のようなサラリーマンの副業程度の規模であ

れば、そのサラリーマンは結果的には免税事

業者に該当するものと思われます。
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